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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この就業規則（以下「規則」という。）は、労働基準法（以下｢労基法｣という。）

第８９条の規定により、国立大学法人和歌山大学（以下「本学」という。）に勤務する臨

時職員の就業について定めることを目的とする。 
２ 臨時職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労基法その他の法令の

定めるところによる。 
 （適用範囲） 
第２条 この規則は、本学の臨時職員に適用する。 

２ この規則において臨時職員とは、本学教職員の定員等に関する規定（以下「定員規程」

という。）で定められた教職員定員に基づくことなく採用され、次の各号のいずれかに該

当する者をいう。 

（１） 定時有期臨時職員 職員と同じ勤務時間で、労働契約の期間を定めて雇用される

者 

（２） 定時無期臨時職員 職員と同じ勤務時間で、労働契約の期間を定めずに雇用され

る者 

（３） 短時間有期臨時職員 １週間の勤務時間が３０時間以内で、労働契約の期間を定

めて雇用される者。 

（４） 短時間無期臨時職員 １週間の勤務時間が３０時間以内で、労働契約の期間を定

めずに雇用される者。 

３ 臨時職員は職務内容に応じて以下のように分類する。 

（１） 事務補佐員 事務を補佐する者 

（２） 技術補佐員 技術に関する職務を補佐する者 

（３） 技能補佐員 技能に関する職務を補佐する者 

（４） 臨時用務員 労務作業に従事する者 

（５） 教育研究支援員 本学の教育または研究の支援業務に従事する者 

（６） その他の臨時職員 第１号から前号に該当する者以外の臨時職員 

４ 次の各号の一に該当する者の勤務条件等については、それぞれ次のように定める。 

（１） 非常勤講師 本学非常勤講師雇用規程に基づき、雇入通知書により個別に明示す

る。 

（２） ティーチング・アシスタント、ティーチング・フェロー、リサーチ・アシスタント 

本学ティーチング・アシスタント及びティーチング・フェロー実施要項、リサーチ・

アシスタント実施要項に基づき、雇入通知書により個別に明示する。 
（３） 日本学術振興会特別研究員雇用ＰＤ 国立大学法人和歌山大学日本学術振興会特

別研究員雇用ＰＤ等雇用規程に基づき、雇入通知書により個別に明示する。 
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   第２章 採用及び異動等 

    第１節 採用 

 （採用方法） 
第３条 臨時職員の採用は、選考によるものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、採用する年度の前年度において、国立大学法人和歌山大学教

職員就業規則第３４条の規定により定年退職した職員及び国立大学法人和歌山大学教職員

再雇用規程（以下「再雇用規程」という。）に基づき再雇用されていた再雇用職員並びにこ

れらに準ずるものとして学長が特に認めた者が引き続き勤務することを希望する場合には、

短時間有期臨時職員として採用することができる。ただし、再雇用規程第４条第１項但し

書きに定める労使協定により対象者に係る基準が定められた場合においては、その基準に

準じて選考するものとする 
３ 臨時職員として採用されることを希望する者は、次の書類を提出しなければならない。

ただし、前項の規定により採用される短時間有期臨時職員については、再雇用規程第６条

の同意をもって当該書類の提出を省略することができる。 
（１） 履歴書 
（２） その他、本学が必要と認める書類 

４ 臨時職員の採用に当たっては、事前に役員会の定める手続きを経なければならない。 
５ 特に必要と認められる臨時職員に対しては、採用部局からの提案に基づき、役員会の定

める手続きを経て、前条第３項各号に規定する職名に加え、別途称号を付与することがで

きる。 
 （労働契約の期間） 

第４条 定時有期臨時職員及び短時間有期臨時職員（以下「有期臨時職員」という。）の労

働契約の期間は、次の各号の定めるところによる。 

（１） 労働契約の期間は、１２ヶ月以内とし、採用日の属する会計年度の末日を超える

ことができない。 

（２） 労働契約を更新する場合は、前号の規定を準用する。ただし、前号の「採用日」

は「更新日」に読み替えるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、平成２５年４月１日以後最初に有期労働契約を締結又は更新

した日からの通算有期労働契約期間が５年を超える場合は、新たに有期労働契約の締結又

は更新を行うことはできない。 

３ 前項の規定にかかわらず、業務を所管する理事が認める場合は、役員会の定める手続き

を経て、通算有期労働契約期間が５年を超える場合についても、新たに有期労働契約を締結

することができる。 
４ 前項の場合については、現に締結している労働契約の期間が満了する日までの間に労働

契約法第１８条の規定に基づき、無期労働契約の申込みをすることができる。 
５ 前項にて無期労働契約の申込みが承諾された者は、現に締結している労働契約の期間が

満了する日の翌日から、無期労働契約を開始する。なお、この場合、定時有期臨時職員は定

時無期臨時職員に、短時間有期臨時職員は短時間無期臨時職員に転換される。 
 （勤務条件の明示） 

第５条 臨時職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対して、あらかじめ次の事項

を記載した文書を交付する。 
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（１） 給与に関する事項 
（２） 勤務の場所及び従事する業務に関する事項 

（３） 労働契約の期間及び更新に関する事項 

（４） 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに

休暇に関する事項 
（５） 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

 （赴任） 
第６条 採用された臨時職員は、採用の日に赴任しなければならない。ただし、住居の移転

等やむをえない事情があると本学が認めるときは、採用の日から１週間以内に赴任するも

のとする。 

 （提出書類） 

第７条 臨時職員に採用された者は、すみやかに次の各号に掲げる書類を提出しなければな

らない。ただし、第３条第２項の規定により採用された短時間有期臨時職員については、

当該書類の提出を省略することができる。 

（１） 誓約書 
（２） その他本学が必要と認める書類 

２ 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、臨時職員はその都度すみやかに、こ

れを届け出なければならない。 

 （試用期間） 

第８条 臨時職員として採用された日から３か月間は、試用期間とする。ただし、第３条第

２項の規定により採用された短時間有期臨時職員については、試用期間を設けないものと

する。 
２ 試用期間中の臨時職員が次の各号の一に該当する場合には、これを解雇し、又は試用期

間満了時に本採用しない。 

（１） 勤務成績が不良なとき 

（２） 心身に故障があるとき 

（３） その他臨時職員としての適格性を欠くとき 

３ 試用期間は勤務期間に通算する｡ 
 
    第２節 異動 
 （配置換） 
第９条 臨時職員は、業務上の都合により配置換となることがある。 
 

    第３節 休職 

 （休職の事由） 

第１０条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合は、休職とする。 

（１） 心身の故障のため、長期の休養を必要とする場合 

（２） 刑事事件に関して起訴された場合 

（３） 水難、火災、その他の災害により、生死不明または所在不明となった場合 

（４） その他特別の事由がある場合 
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 （休職の期間） 

第１１条 有期臨時職員の前条に係る休職の期間は労働契約の期間を超えることができない。 

２ 有期臨時職員の前条に係る休職（第２号を除く）の期間が労働契約の期間に満たない場

合においては、労働契約の期間を超えない範囲内において、これを更新することができる。 

３ 定時無期臨時職員及び短時間無期臨時職員（以下「無期臨時職員」という。）の前条に係

る休職の期間は、１年を超えることができない。 

４ 無期臨時職員の前条に係る休職（第２号を除く）の期間が１年に満たない場合において

は、休職した日から引続き１年を超えない範囲内において、これを更新することができる。 

 ただし、休職の期間は、定年による退職の日を超えることができない。 

５ 前条第２号の休職期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。ただし、その係属す

る期間が１年を超えるときは１年とし、定年による退職の日を超えることができない。 

 （休職の手続） 

第１２条 臨時職員を休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行う。ただし、

臨時職員から同意書の提出があった場合は、この限りでない。 

（病気休職の手続き） 

第１２条の２ 第１０条第１号の規定による休職、当該休職期間の更新及び当該休職からの

復職は、医師の診断の結果に基づき、本学の産業医又は本学が指定する医師の判断により

行うものとする。 

 （休職中の身分） 

第１３条 休職者は、臨時職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 
 （復職） 

第１４条 休職の期間が満了したときは、当然復職するものとする。 

２ 休職事由が消滅したときは、すみやかに復職させる。 

３ 第１項及び第２項により、休職前の職場に復帰させることが困難又は不適当な場合は、他

の職務に従事させることがある。 

 

   第３章 服務規律 

 （服務上の義務） 

第１５条 臨時職員は、大学と職務の公共性を自覚し、その信用と名誉を守らなければなら

ない。 

２ 臨時職員は、誠実に職務に専念し、職場の秩序を維持しなければならない。 

３ 臨時職員は、法令及びこの規則を遵守し、上司の指揮命令に従わなければならない。 

４ 臨時職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 
 （ハラスメントの防止） 

第１６条 ハラスメントの防止については、本学ハラスメント防止規程の定めるところによる。 

 

   第４章 勤務時間及び休暇等 
 （勤務時間及び休暇等） 

第１７条 臨時職員の勤務時間及び休暇等については、本学臨時職員勤務時間及び休暇等規程

の定めるところによる｡ 
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   第５章 出張及び研修 

 （出張） 

第１８条 臨時職員は出張を命ぜられることがある。 
２ 出張を命ぜられた臨時職員は、帰任後すみやかに出張先での業務内容を報告しなければ

ならない｡ 

 （旅費） 
第１９条 前条の出張に要する旅費については、本学旅費規程の定めるところによる｡ 
 （研修） 
第２０条 臨時職員は研修を命ぜられることがある。 

 

   第６章 安全衛生 

 （遵守義務） 

第２１条 臨時職員の安全衛生の確保及び改善、並びに快適な職場の形成のために、必要な

措置を講ずるものとする。 
２ 臨時職員は、安全衛生に関する法令及び本学安全衛生管理規則を遵守し、協力して労働

災害の防止に努めなければならない。 
 （健康診断） 
第２２条 臨時職員に対して、毎年１回、定期に健康診断を行う。 
２ 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する臨時職員に対しては、特

別の項目についての健康診断を行う。 
３ 臨時職員は前２項の健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を

受け、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。 
４ 第１項及び第２項の健康診断の結果、必要と認める場合には、勤務時間の短縮、配置換

その他健康保持に必要な措置を命ずることがある。 

５ 臨時職員は、正当な理由がない限り、前項の措置を拒むことができない。 
 （安全衛生教育） 
第２３条 臨時職員に対して、必要に応じて、安全衛生に関する教育、訓練を行う。 

２ 臨時職員は前項の教育、訓練を受けなければならない。 

 （就業禁止） 

第２４条 臨時職員は、自己、同居人又は近隣の者が病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病

にかかるか、その疑いがある場合には、直ちに上司に届け出てその指示に従わなければな

らない。 
２ 臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合、産業医その他専門の医師の意見を聴い

たうえで、当該臨時職員に就業の禁止を命ずることができる。 
（１） 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者及び疑いのある者。ただし、伝

染予防の措置をした場合はこの限りでない。 
（２） 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにか

かった者。 
（３） 前各号に準じる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者 
 （災害補償） 
第２５条 臨時職員が業務上又は通勤途上における災害を受けた場合（負傷、疾病、障害又



臨時職員就業規則 

７６ 

は死亡をいう）は、労基法及び労働者災害補償保険法（以下「労災法」という｡）の定め

るところにより、災害補償を行う｡ 
２ 前項の災害補償に加えて、本学が独自に行う災害補償については、本学災害補償規程の

定めるところによる。 
 

   第７章 母性保護 

 （母性保護） 

第２６条 妊娠中ないし産後１年を経過しない臨時職員（以下「妊産婦」という。）は、危

険あるいは有害な業務に就かせない。 
２ 妊産婦が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせる。 
３ 妊産婦の勤務時間及び休暇等については、本学臨時職員勤務時間及び休暇等規程の定め

るところによる。 
 
   第８章 給与 

 （給与） 

第２７条 臨時職員の給与については、本学臨時職員給与規程の定めるところによる。 

 

   第９章 定年、退職、雇止め及び解雇 

 （定年） 

第２８条 臨時職員の定年は、満６５歳とする。 
２ 定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の３月３１日（定時有期臨時

職員は３月３０日）とする。 
 （退職） 
第２９条 前条に定めるものの他、臨時職員が次の各号の一に該当するときは、退職とす

る。 
（１） 労働契約の期間が満了したとき（有期臨時職員のみ） 
（２） 退職を願い出たとき 
（３） 死亡したとき 

２ 前項の退職の願い出は、退職の日の２週間前までに行うものとする。 
 （雇止め及び解雇） 
第３０条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合は、有期臨時職員に対しては更新しない

か、又は労働契約期間の満了前に解雇する。また、無期臨時職員に対しては解雇する。 

（１） 勤務成績が不良であるか能力不足が著しく、改善の見込みがない場合 

（２） 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合 
（３） 禁固以上の刑に処せられた場合 
（４） 予算の減少等やむをえない事情がある場合 

 （雇止め及び解雇の手続） 

第３１条 有期臨時職員に対して、労働契約を更新しない場合（継続勤務期間が１年以内の

場合を除く。）、及び労働契約期間の満了前に解雇する場合、また無期臨時職員を解雇す

る場合には、事由を記載した説明書を事前に交付して行う。 

２ 説明書の交付は、解雇の３０日前までに行う。 
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３ 臨時職員から請求があった場合（前条第２項の場合を除く。）には、役員会で陳述の機

会を与える。 
 （解雇制限） 

第３２条 第３０条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただ

し、第１号の場合において療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病がなおらず、労基法

第８１条の規定によって打切補償を支払う場合、又は労基法１９条２項の規定により行政

官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。 

（１） 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後３０日間 

（２） 労基法第６５条に規定された休業期間及びその後３０日間 

 （退職後の責務） 
第３３条 退職又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない｡ 

 （退職証明書） 
第３４条 退職する者又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求する場合には、遅滞な

くこれを交付する｡ 

２ 前項の証明書に記載する事項は、次に掲げる事項のうち、請求を受けた事項とする｡ 

（１） 雇用期間 

（２） 業務の種類 

（３） その事業における地位 

（４） 給与 

（５） 退職の事由（労働契約を更新しない場合（継続勤務期間が１年以内の場合を除

く）及び解雇の場合は、その理由） 

 

   第１０章 削除 

第３５条 削除 

 

   第１１章 表彰 

 （表彰） 

第３６条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合は、表彰する。 

（１） 本学の名誉又は業務成績の向上に多大の功労があった場合 

（２） 災害又は事故等の防止、非常事態への対応において、特別の功労があった場合 

（３） その他、臨時職員の模範として推奨すべき功績があった場合 

 

   第１２章 懲戒 
 （懲戒の事由） 
第３７条 臨時職員が次の各号の一に該当する場合には、懲戒することができる。 
（１） 第１５条で定める服務上の義務又はこれに基づく命令に著しく違反したとき 
（２） 法令又はこの規則等に違反したとき 

（３） 本学ハラスメント防止規程又はこれに基づく命令に著しく違反したとき 
（４） 臨時職員としてふさわしくない非行（前号を除く。）のあったとき 
（５） その他、故意又は重大な過失により、本学に損害を与えた場合 
（６） 重大な経歴詐称又は虚偽申告をした場合 
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 （懲戒の種類） 

第３８条 臨時職員が前条の各号の一に該当する場合は、その事由に応じ、以下の区分にし

たがって懲戒を行う。 

（１） 戒 告 始末書を提出させて、将来を戒める。 

（２） 減 給 始末書を提出させ、給与の一部を減額する。減額の幅は、１回の額が平均

賃金の１日分の半額、もしくは総額が一賃金支払期における賃金の１０分の１を越

えない範囲とする。 

（３） 停 職 始末書を提出させ、６ヶ月を限度として出勤を停止し、その間の給与は

支給しない。 

（４） 諭旨解雇 退職を願い出ることを勧告し、これに応じない場合には懲戒解雇する。 

（５） 懲戒解雇 即時に解雇する。 

２ 第３２条の規定は、前項第４号及び第５号に掲げる懲戒を行う場合に、準用する。 

 （自宅待機） 
第３８条の２ 臨時職員に懲戒に該当する疑いがあるときは、懲戒が決定するまでの間、当該

臨時職員に自宅待機を命ずることができる。 
 （懲戒の手続） 
第３９条 臨時職員の懲戒の手続きについては、本学職員の懲戒の手続きに関する規程の定

めるところによる｡ 

 （訓告等） 
第４０条 第３７条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があ

るときには、注意、厳重注意又は訓告を行う。 
 （損害賠償） 
第４１条 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた臨時職員に対しては、その損害の

全部又は一部を賠償させるものとする。 
   附 則 
１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
２ 第３１条第１項及び第３４条第２項に規定する「継続勤務期間」は、雇用関係の１ヶ月

以上の中断（雇用関係の全くない月があることをいう。）を含まない勤務の期間をいうも

のとし、施行日前の勤務の期間を含む。 
３ 第３７条の規定は、施行日前日までの国家公務員としての在職期間における行為に対し

ても適用する。 
   附 則（平成１６年８月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第３２５号） 
 この改正規則は、平成１６年８月２６日から施行する。 
   附 則（平成１８年３月１７日一部改正：法人和歌山大学規程第４８４号） 
１ この改正規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
２ 次の表の左欄に掲げる期間における第２８条の規定の適用については、同条中「６５歳」

とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
 

平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日 ６２歳（臨時用務員にあっては６３歳） 

平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日 ６３歳 

平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日 ６４歳 
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   附 則（平成２３年３月１４日一部改正：法人和歌山大学規程第１１７３号） 
 この改正規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第１３７９号） 
１ この改正規程は、平成２５年４月１日から施行する。 
２ 第４条第４項における「通算有期労働契約期間」において、平成２５年４月１日以後、

本学との労働契約が無い期間（以下「無契約期間」という。）が６ヶ月（無契約期間の直前

の通算有期労働契約期間が１年間に満たない場合は、その通算有期労働契約期間の二分の

一の期間（１ヶ月に満たない端数を生じたときは、これを１月とみなす））以上ある場合は、

当該無契約期間前の有期労働契約期間を含めないものとする。 
３ 第４条第４項の規定は、平成２５年３月３１日（定時臨時職員は平成２５年３月３０日）

から引き続き第２条第３項第１号から第７号の有期臨時職員として在職している者（平成

２５年３月３０日以降、職種の変更が無い者に限る）については、適用しない。 
４ 平成２５年３月３１日（定時臨時職員は平成２５年３月３０日）から引き続き第２条第

３項第１号から第７号の有期臨時職員として在職している者（平成２５年３月３０日以降、

職種の変更が無い者に限る）については、平成２５年４月１日以後の通算有期労働契約期

間が５年間を超えた場合、現に締結している労働契約の期間が満了する日までの間に労働

契約法第１８条の規定に基づき、無期労働契約の申込みをすることができる。 
５ 前項にて無期労働契約の申込みが承諾された者は、現に締結している労働契約の期間が

満了する日の翌日から、無期労働契約を開始する。なお、この場合、定時有期臨時職員は

定時無期臨時職員に、短時間有期臨時職員は短時間無期臨時職員に転換される。 
附 則（平成２８年３月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１７６４号） 

この改正規則は、平成２８年３月２５日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 
附 則（平成３０年３月１９日一部改正：法人和歌山大学規程第２０４４号） 

この改正規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
附 則（平成３１年３月１５日一部改正：法人和歌山大学規程第２１２３号） 

１ この改正規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
２ この改正規則の施行日の前々日に在職する定時有期臨時職員（無期転換され定時無期臨

時職員となった者を含み、この改正規則による改正後の定時臨時職員となった者を除く。）

の契約期間の期間（改正前の規程第４条）及び退職手当（改正前の規程第１０条）につい

ては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則（令和元年１１月２０日一部改正：法人和歌山大学規程第２２０８号） 

この改正規則は、令和元年１１月２０日から施行する。 
附 則（令和２年１１月１１日一部改正：法人和歌山大学規程第２３２０号） 

この改正規則は、令和２年１１月１１日から施行する。 
附 則（令和３年３月２９日一部改正：法人和歌山大学規程第２３３７号） 

この改正規則は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則（令和４年１１月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第２４９２号） 

この改正規則は、令和４年１１月２５日から施行する。 
附 則（令和６年３月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第２７１２号） 

この改正規則は、令和６年４月１日から施行する。 


